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吹田市企業版ふるさと納税制度のご案内 

吹田市では、企業版ふるさと納税制度を活用し、地方創生の取組を応援していただける企

業の皆様を募集しています。 

 

 

  企業版ふるさと納税制度は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し

て企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除される仕組みです。損金算入措置に

よる軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、最大で寄附額の約９割が軽減されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆社会貢献に取り組む企業としての PR 効果（SDGs の達成など） 

 ※寄附いただいた企業のお名前等を市ホームページ等で公表させていただきます。 

 （公表・非公表はお選びいただけます。） 

◆地方公共団体との新たなパートナーシップの構築 

◆地域資源などを活かした新事業展開 

 

 
 
１ 寄附の申出 （随時受付）  

「吹田市を応援したい」という企業の皆様は、まずは行政経営部企画財政室まで 

御相談ください。御意向に沿う事業を一緒に検討いたします。 

寄附事業の決定後、「寄附申出書」（市ホームページでダウンロードしていただけます。）

を郵送又は電子メールにて御提出ください。 

２ 寄附金の納付  

  「寄附申出書」を受領後、吹田市より納入通知書を送付いたしますので、寄附金の納付

をお願いいたします。 

３ 受領証の交付  

  入金確認後、「受領証」を郵送いたします。 

  「受領証」は税額控除の申告を行う際に必要となりますので、大切に保管してくだ 

さい。 

４ 税の申告手続き  

  地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の適用を「受領証」に基づき申告し、税 

額控除を受けてください。 

概 要 

企業にとってのメリット 

寄附の流れ 
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吹田市では、令和６年（2024 年）３月 29 日付けで「吹田市第２期まち・ひと・しごと

創生推進計画」が国の認定を受けました。 

「吹田市第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に紐づく以下の４事業に関連する事業・

取組が寄附の対象となります。 

 事業名 具体的な事業例 

１ 出産・子育て・学び、未来（あす）への希

望がかなうまちづくり事業 

・男女共同参画の推進 

・就学前の教育・保育の充実 

・学校教育の充実 

・青少年の健全育成  等 

２ 
自分らしく笑涯（しょうがい）輝き、健や

かに暮らせるまちづくり事業 

・高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 

・障がい者の生活支援等暮らしの基盤づくり 

・地域福祉の推進 

・健康づくりの推進 

・生涯学習活動の支援 

・地域におけるスポーツの振興  等 

３ 
住むにも働くにもぴったりの魅力あふれ

るまちづくり事業 

・産業振興と創業支援 

・文化の振興 

・魅力の向上と発信  等 

４ 
誰もが安心して暮らし続けられるまちづ

くり事業 

・非核平和への貢献 

・情報共有の推進 

・危機管理体制の充実 

・防犯力の向上 

・脱炭素社会への転換の推進 

・土地利用誘導と良好な景観形成 

・道路等の整備 

・公共施設の最適化 等 
 

 

  
・１回当たり 10万円以上の寄附が対象となります。 

・本社が吹田市外に所在する法人が対象となります。 

（この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。） 

・外国法人含め、青色申告書を提出している法人が対象となります。 

・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。 

 

 

寄附の対象となる事業 

■お問合せ先・提出先■ 

吹田市 行政経営部 企画財政室 

〒564-8550（郵便番号と宛名のみで届きます。） 

大阪府吹田市泉町 1丁目 3 番 40号（本庁舎高層棟 5 階） 

電話番号：06-6384-1632（直通）FAX：06-6368-7343 

メールアドレス：kikakubu@city.suita.osaka.jp 

制度活用に当たっての留意事項 


